
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにおけるフォーカス調整用ツマ
ミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値で前記各ツマミが回転しな
いようにロックするようにしたフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構
であって、前記フォーカスパックの筐体部分の側壁に上下に長い開口溝を形成し、この開
口溝内に、本体部分が略コ字形のロック部材をその調整操作部が外部に操作可能に露出す
るように回動操作可能に配設して枢着し、前記本体部分の上下腕部の先端近傍箇所にはロ
ック用凹凸歯形部が設けられ、前記各ツマミの前記筐体部分の内部に有る軸部にギヤ部を
設けて、前記ロック部材を上下いずれかの方向に回動操作したときに、このロック部材の
前記ロック用凹凸歯形部が前記各ツマミのギヤ部に噛み合って、前記各ツマミが回転不能
になるようにロックするように構成したことを特徴とするフライバックトランスにおける
調整用ツマミのロック機構。
【請求項２】
フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにおけるフォーカス調整用ツマ
ミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値で前記各ツマミが回転しな
いようにロックするようにしたフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構
であって、前記各ツマミにおける前記フォーカスパックの筐体部分の内部に位置する先端
部分に回転用係止部を設け、前記フォーカスパックの筐体に取り付けられた可変抵抗に、
前記ツマミを押し込んだときに先端の回転用係止部が係止する調整用係止部を設けて、前
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記ツマミを押し込んだときに、前記ツマミの先端の回転用係止部が前記可変抵抗の係止部
に係止されて、前記各ツマミを回転して調整するように構成し、更に、バネによって前記
ツマミを外向きに付勢してツマミの回転用係止部を可変抵抗の調整用係止部から離脱させ
てロック状態にするようにしたことを特徴とするフライバックトランスにおける調整用ツ
マミのロック機構。
【請求項３】
前記回転用係止部はギヤ歯形状に形成され、前記可変抵抗の係止部は、前記ギヤ歯形状の
回転用係止部が入り込んで回転可能に係止される孔形の内向きギヤ歯形状に形成されてい
ることを特徴とする請求項２に記載のフライバックトランスにおける調整用ツマミのロッ
ク機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにおけるフォーカス
調整用ツマミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値で各ツマミが回
転しないようにロックするようにしたフライバックトランスにおける調整用ツマミのロッ
ク機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにおけるフォーカス調整
用ツマミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値で各ツマミが回転し
ないようにするには、調整後に各ツマミをボンドで固定するようにしていたので、このボ
ンドを付ける作業が面倒であり、しかもこのボンドが剥げてしまうことがあり、各ツマミ
の固定状態が不安定であるという問題があった。
【０００３】
また、昭５７－６７４６３号公報には、ブラウン管ソケット基板が記載されている。
これは、図４、図５（ａ）（ｂ）に示すように、テレビジョン受信機のブラウン管に取付
けられるブラウン管ソケットが取り付けられた回路基板１１５であって、この回路基板１
１５には互に直列に接続された第１及び第２の可変抵抗器１１８、１１９が形成され、か
つ、この第１及び第２の可変抵抗器１１８、１１９にはテレビジョン受信機のブラウン管
のアノードに供給される高電圧を発生するフライバックトランス１０１から電圧が供給さ
れ、第１及び第２の可変抵抗器１１８、１１９はフライバックトランス１０１から供給さ
れたこの電圧を分圧し、第１の可変抵抗器１１８でブラウン管のフォーカス電圧を発生し
、第２の可変抵抗器１１９でスクリーン電圧を発生するものである。
ところが、これにおいては、第１及び第２の可変抵抗器１１８、１１９のツマミ１２０、
１２１を回して調整した後に、これらのツマミ１２０、１２１を固定する機構がなくて、
調整後にこれらのツマミ１２０、１２１が不用に回転することがあって、それぞれの調整
値を維持することができないという問題があった。
【０００４】
また、昭６１－１０７２７６号公報には、ＣＲＴモニタが記載されている。
これは、ＣＲＴモニタにおいて、金属性の閉じたリング２０１を設け、リング２０１はフ
ライバックトランス２０３に直接固定せず、実装時にフライバックトランス２０３を覆う
ようにしたものである。
ところが、これにおいても、フライアックトランスにおける調整用ツマミ２０４を回して
調整した後に、この調整用ツマミ２０４をロックする機構がなくて、調整後にこの調整用
ツマミ２０４が不用に回転することがあって、その調整値を維持することができないとい
う問題があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来の問題を解消し、フライバックトランス本体に設けられたフォーカス
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調整用ツマミと明暗調整用ツマミを回してそれぞれ調整した後に、これらのツマミをロッ
クすることができて、しかも簡単な構造にできて、ボンドで固定する必要がなくて生産ラ
インでの工数を削減することができ、ロック後のズレ等の二次不良をなくすことができる
フライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構を提供することを目的としてい
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するために提案されたものであって、請求項１に記載の発明は
、フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにおけるフォーカス調整用ツ
マミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値で前記各ツマミが回転し
ないようにロックするようにしたフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機
構であって、前記フォーカスパックの筐体部分の側壁に上下に長い開口溝を形成し、この
開口溝内に、本体部分が略コ字形のロック部材をその調整操作部が外部に操作可能に露出
するように回動操作可能に配設して枢着し、前記本体部分の上下腕部の先端近傍箇所には
ロック用凹凸歯形部が設けられ、前記各ツマミの前記筐体部分の内部に有る軸部にギヤ部
を設けて、前記ロック部材を上下いずれかの方向に回動操作したときに、このロック部材
の前記ロック用凹凸歯形部が前記各ツマミのギヤ部に噛み合って、前記各ツマミが回転不
能になるようにロックするように構成したことを特徴としている。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにお
けるフォーカス調整用ツマミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値
で前記各ツマミが回転しないようにロックするようにしたフライバックトランスにおける
調整用ツマミのロック機構であって、前記各ツマミにおける前記フォーカスパックの筐体
部分の内部に位置する先端部分に回転用係止部を設け、前記フォーカスパックの筐体に取
り付けられた可変抵抗に、前記ツマミを押し込んだときに先端の回転用係止部が係止する
調整用係止部を設けて、前記ツマミを押し込んだときに、前記ツマミの先端の回転用係止
部が前記可変抵抗の係止部に係止されて、前記各ツマミを回転して調整するように構成し
、更に、バネによって前記ツマミを外向きに付勢してツマミの回転用係止部を可変抵抗の
調整用係止部から離脱させてロック状態にするようにしたことを特徴としている。
請求項３に記載の発明は、前記回転用係止部はギヤ歯形状に形成され、前記可変抵抗の係
止部は、前記ギヤ歯形状の回転用係止部が入り込んで回転可能に係止される孔形の内向き
ギヤ歯形状に形成されていることを特徴としている。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構の実施の形
態について、図を参照しつつ説明する。
図１は本発明の第１実施形態の調整用ツマミのロック機構を備えたフライバックトランス
を示し、（ａ）はその側面図、（ｂ）はその正面図、図２は第１実施形態の要部を示し、
（ａ）はその斜視図、（ｂ）は各ツマミがフリーな状態で調整可能な状態の内部構造図、
（ｃ）は各ツマミをロックしたときの内部構造図である。
【０００９】
第１実施形態のフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構は、図１（ａ）
（ｂ）に示すように、フライバックトランス本体１の前側にフォーカスパック２が設けら
れていて、このフォーカスパックの前面から突き出るように、フォーカス調整用ツマミ３
と明暗調整用ツマミ４とが設けられていて、図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、これ
らの各ツマミ３、４を調整した後に、これらの不用に調整値が変わらないように各ツマミ
３、４をロックするためのロック機構５が設けられている。
このロック機構５は、フォーカスパック２の側壁に上下に長い開口溝２ａが形成されてい
て、本体部分６ａが略コ字形のロック部材６を、その調整操作部分６ｂが側壁の外部に操
作可能に露出するように枢軸９を中心に回動操作可能に配設して枢着されている。
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【００１０】
このロック部材６の略コ字形の本体部分６ａの上下腕部６ｃ、６ｄには、ロック用凹凸歯
形部６ｅ、６ｆが設けられ、各ツマミ３、４の筐体部分の内部にある軸部３ａ、４ａには
ギヤ部３ｂ、４ｂが設けられていて、図２（ｃ）に示すように、ロック部材６の調整操作
部分６ｂを下向きに回動操作したときに、このロック部材６のロック用凹凸歯形部６ｅ、
６ｆが、各ツマミ３、４のギヤ部３ｂ、４ｂに同時に噛み合って、各ツマミ３、４が回転
不能になるようにロックされた状態となるようにしている。
尚、ロック部材６の調整操作部分６ｂを下向きに回動操作したときに、開口溝２ａの所定
箇所に設けられた係止用小突起２ｃで、調整用操作部分が係止固定されるようになってい
て、ツマミ３、４の回転不能状態が保持されるようになっている。
【００１１】
したがって、フライバックトランス本体１に設けられたフォーカス調整用ツマミ３と明暗
調整用ツマミ４を回してそれぞれ調整した後に、ロック部材６の調整操作部分６ｂを下向
きに回動させるだけの簡単な操作で、これらのツマミ３、４をロック部材６でロックする
ことができて、しかも簡単な構造にできて、ボンドで固定する必要がなくて生産ラインで
の工数を削減することができ、ロック後のズレ等の二次不良をなくすことができる。
【００１２】
図３は第２実施形態のフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構を示し、
（ａ）はそのロック状態の要部の部分縦断面図、（ｂ）はその回転操作による調整時の要
部の部分縦断面図である。
第２実施形態のフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構は、フォーカス
パック２の前壁２ｄの裏面側に、各ツマミ３、４の出し入れをガイドするためのガイド用
突出部２ｂが突設されていて、これらの各ツマミ３、４におけるフォーカスパック２の筐
体部分の内側に位置する先端部分にギヤ歯形状の回転用係止部３ｃ、４ｃが設けられ、フ
ォーカスパック２の筐体の後壁２ｅに取付けられた可変抵抗７にツマミ３、４を指で押し
込んだときに先端のギヤ歯形状の回転用係止部３ｃ、４ｃが係入係止される孔形の内向き
ギヤ歯形状の調整用係止部７ａが設けられており、各ツマミ３、４と可変抵抗７との間隙
には、各ツマミ３、４を外向きに付勢するバネ８が介在されている。
【００１３】
そして、各ツマミ３、４を指で押し込んだときに、ツマミ３、４の先端の回転用係止部３
ｃ、４ｃが可変抵抗７の調整用係止部７ａに係入係止されて、各ツマミ３、４を回転して
調整し、その後に、各ツマミ３、４から指を離すとバネ８の付勢力で各ツマミ３、４が外
向きに移動して各回転用係止部３ｃ、４ｃが可変抵抗７の調整用係止部７ａから離脱する
ので、可変抵抗７の調整用係止部７ａが外部から回転操作することができずにロックされ
た状態となり、調整値が維持されることとなる。
【００１４】
したがって、フライバックトランス本体１に設けられたフォーカス調整用ツマミ３と明暗
調整用ツマミ４を回して可変抵抗７をそれぞれ調整した後に、可変抵抗７の各調整用係止
部７ａが外部から回転操作できないようにロックすることができて、しかも簡単な構造に
できて、ボンドで固定する必要がなくて生産ラインでの工数を削減することができ、ロッ
ク後のズレ等の二次不良をなくすことができる。
【００１５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に記載の発明は、フライバックトランス本体に設けられた
フォーカスパックにおけるフォーカス調整用ツマミと明暗調整用ツマミを回転させて調整
した後に、この調整値で各ツマミが回転しないようにロックするようにしたフライバック
トランスにおける調整用ツマミのロック機構であって、フォーカスパックの筐体部分の側
壁に上下に長い開口溝を形成し、この開口溝内に、本体部分が略コ字形のロック部材をそ
の調整操作部が外部に操作可能に露出するように回動操作可能に配設して枢着し、本体部
分の上下腕部の先端近傍箇所にはロック用凹凸歯形部が設けられ、各ツマミの筐体部分の
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内部に有る軸部にギヤ部を設けて、ロック部材を上下いずれかの方向に回動操作したとき
に、このロック部材のロック用凹凸歯形部が各ツマミのギヤ部に噛み合って、各ツマミが
回転不能になるようにロックするように構成したので、以下に述べる効果を奏する。
【００１６】
即ち、フライバックトランス本体に設けられたフォーカス調整用ツマミと明暗調整用ツマ
ミを回してそれぞれ調整した後に、ロック部材の調整操作部分を下向きに回動させるだけ
の簡単な操作で、これらのツマミをロック部材でロックすることができて、しかも簡単な
構造にできて、ボンドで固定する必要がなくて生産ラインでの工数を削減することができ
、ロック後のズレ等の二次不良をなくすことができる。
【００１７】
請求項２に記載の発明は、フライバックトランス本体に設けられたフォーカスパックにお
けるフォーカス調整用ツマミと明暗調整用ツマミを回転させて調整した後に、この調整値
で各ツマミが回転しないようにロックするようにしたフライバックトランスにおける調整
用ツマミのロック機構であって、各ツマミにおけるフォーカスパックの筐体部分の内部に
位置する先端部分に回転用係止部を設け、フォーカスパックの筐体に取り付けられた可変
抵抗に、ツマミを押し込んだときに先端の回転用係止部が係止する調整用係止部を設けて
、ツマミを押し込んだときに、ツマミの先端の回転用係止部が可変抵抗の係止部に係止さ
れて、各ツマミを回転して調整するように構成し、更に、バネによってツマミを外向きに
付勢してツマミの回転用係止部を可変抵抗の調整用係止部から離脱させてロック状態にす
るようにしたので、以下に述べる効果を奏する。
【００１８】
即ち、フライバックトランス本体に設けられたフォーカス調整用ツマミと明暗調整用ツマ
ミを回して可変抵抗をそれぞれ調整した後に、可変抵抗の各調整用係止部が外部から回転
操作できないようにロックすることができて、しかも簡単な構造にできて、ボンドで固定
する必要がなくて生産ラインでの工数を削減することができ、ロック後のズレ等の二次不
良をなくすことができる。
【００１９】
請求項３に記載の発明は、回転用係止部はギヤ歯形状に形成され、可変抵抗の係止部は、
ギヤ歯形状の回転用係止部が入り込んで回転可能に係止される孔形の内向きギヤ歯形状に
形成されているので、回転用係止部を可変抵抗の調整用係止部に容易且つ確実に噛み合わ
せることができ、各ツマミの回転によって可変抵抗を正確に調整でき、更に、回転用係止
部を可変抵抗の調整用係止部からバネの付勢力で簡単に離脱できて、可変抵抗の調整値を
正確に維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態の調整用ツマミのロック機構を備えたフライバックトランスを示し
、（ａ）はその側面図、（ｂ）はその正面図である。
【図２】第１実施形態の要部を示し、（ａ）はその斜視図、（ｂ）は各ツマミがフリーな
状態で調整可能な状態の内部構造図、（ｃ）は各ツマミをロックしたときの内部構造図で
ある。
【図３】第２実施形態のフライバックトランスにおける調整用ツマミのロック機構を示し
、（ａ）はそのロック状態の要部の部分縦断面図、（ｂ）はその回転操作による調整時の
要部の部分縦断面図である。
【図４】従来のブラウン管ソケット基板を示し、そのフライバックトランスとは別に調整
部を設けた例を示すフライバックトランスと調整部の斜視図である。
【図５】（ａ）はフォーカス電圧調整部及びスクリーン電圧調整部が設けられたブラウン
管ソケット基板の実施例を示す斜視図、（ｂ）はその部分斜視図である。
【図６】従来のＣＲＴモニタの全体構成図である。
【図７】同ＣＲＴモニタを示し、（ａ）はその部分詳細図、（ｂ）はその部分側面図であ
る。
【符号の説明】
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１　　　　　フライバックトランス本体
２　　　　　フォーカスパック
２ａ　　　　開口溝
３　　　　　調整用ツマミ
３ａ　　　　軸部
３ｂ　　　　ギヤ部
３ｃ　　　　回転用係止部
４　　　　　明暗調整用ツマミ
４ａ　　　　軸部
４ｂ　　　　ギヤ部
４ｃ　　　　回転用係止部
５　　　　　ロック機構
６　　　　　ロック部材
６ａ　　　　本体部分
６ｂ　　　　調整操作部分
６ｃ、６ｄ　上下腕部
６ｅ、６ｆ　ロック用凹凸歯形部
７　　　　　可変抵抗
７ａ　　　　調整用係止部
８　　　　　バネ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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